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第 12 回長野県公文書審議会 議事録 

 

開催日時 令和４年１月 31 日（月） 午前 10 時から午後０時 20 分まで 

 

開催方法 オンライン会議 

 

出席者 

【委 員】 神戸会長、伊佐治委員、瀬畑委員、三好委員、依田委員 

【事務局】 （総務部情報公開・法務課）重野課長、山田企画幹ほか４名 

      （教育委員会事務局文化財・生涯学習課）小林課長補佐ほか１名 

      （教育委員会事務局教育政策課）井澤課長補佐 

（企業局経営推進課）犬飼課長補佐 

      （人事委員会）羽賀次長補佐 

      （警察本部広報相談課）太田課長補佐ほか２名 

      （公安委員会補佐室）柳澤室長ほか１名 

 

１ 開会 

 

２ 会議事項 

 (1) 各実施機関の公文書管理規程（案）について 

（神戸会長） 

次第の２（１）、各実施機関の公文書管理規程案について事務局から説明をお願

いいたします。 

 

（企業局経営推進課） 

（資料１－１について説明） 

  ◇ 公文書管理規程案については前回から修正なし。 

 

（教育委員会事務局教育政策課） 

   （資料１－１及び１－２について説明） 

 

（人事委員会） 

 （資料１－１について説明） 

 ◇ 公文書管理規程案については前回から修正なし。 

 

（警察本部広報相談課） 

（資料１－３及び１－４について説明） 

◇ 資料１－３の修正案の第 14 条第１項に「以下この条から第 16 条まで及び第 18



2 
 

条第２項において」とあるのを、「以下この条から第 16 条までにおいて」に訂正

する。 

  ◇ 秘密文書の指定の解除と廃棄の関係については、警察本部の訓令案（資料１－

４）の第 31 条第６項により、秘密期間は秘密文書の保存期間を超えて設定する

ことはできないため、保存期間が満了しているものは秘密期間も満了し、秘密文

書の指定も解除される。よって、廃棄の手続において審議会の確認の対象となる

ものは、秘密文書の指定が解除されたものとなる。 

 

（公安委員会） 

（資料１－５、１－６について説明） 

◇ 資料１－３の修正案の第 13 条第１項に「以下この条、第 16 条第７号及び第 18

条第２項において」とあるのを、「以下この条及び第 16 条第７号において」に訂

正する。 

 

（神戸会長） 

ありがとうございました。 

ただいま前回の保留事項について御説明いただきましたけれども、委員の皆様か

ら御質問、御意見ありますか。 

 

（瀬畑委員） 

警察本部と公安委員会に対してですけれども、「複数年度が５年を超える場合」

というところの５年の根拠は何でしょうか。 

 

（警察本部広報相談課） 

５年の根拠といいますか、こちらの基準として考えたものですが、複数年度にわ

たることが予定されている事業、契約等に係る公文書としては、前回説明させてい

ただいた民間企業との協定に関わるもの、いわゆる協定書や、長期継続契約に関わ

る契約書などがあります。このうち長期継続契約で契約を締結することのあるパソ

コン、プリンター、コピー機等のリース契約は、リース契約の期間を通常５年とし

ています。これは県警だけでなく県全体の考え方だと思いますが、通常５年として

いますので、この５年を一つの基準と考えたものです。協定や長期継続契約は、そ

の期間中に協定の内容を変更したり、契約の内容を変更したりする可能性が十分に

ありますので、その変更に係る経緯に関する文書や変更契約書等の書類も当初の契

約書等と同じ公文書ファイルにまとめた方が、業務の効率性や公文書の管理上も適

切であると考えてこの規定を設けたところです。また、この規定に関しましては、

高知県の知事部局の公文書管理規程を参考にさせていただいて定めています。 

 

（瀬畑委員） 

ありがとうございます。 
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（神戸会長） 

他に御意見ございますでしょうか。 

 

【意見なし】 

 

（情報公開・法務課） 

会長すみません。資料１―７の説明を飛ばしてしまいましたので、説明をさせて

いただいてよろしいでしょうか。 

 

（神戸会長） 

お願いします。 

 

（情報公開・法務課） 

（資料１－７について説明） 

 

（神戸会長） 

ただいまの資料１－７について、御質問、御意見ございますか。 

 

【意見なし】 

 

（神戸会長） 

保存の必要性がないものということですのでよろしいでしょうか。 

では、ただいまの資料１－７の長野県公文書管理規程案の別表１の修正について

も含めまして、各個別の実施機関の公文書管理規程について御承認をいただけると

いうことでよろしいでしょうか。具体的に言いますと、企業局と人事委員会は特に

修正はなく前回の案のとおりということ、教育委員会と警察本部と公安委員会につ

きましては今回の修正の内容で了承することでよろしいでしょうか。 

 

【異議なし】 

 

（神戸会長） 

ありがとうございます。では、本案のとおり了承されました。 

 

(2) 長野県特定歴史公文書の利用等に関する規則（案）について 

（神戸会長） 

続きまして、次第の２（２）、長野県特定歴史公文書の利用等に関する規則案に

ついて、事務局から説明をお願いします。 
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（教育委員会事務局文化財・生涯学習課） 

 （資料２－１から２－４までについて説明） 

 

（神戸会長） 

ありがとうございました。 

ただいま規則、事務処理要領及び審査基準につきまして、前回の質問事項と前回

の審議会以降にお寄せいただいた質問意見について御回答いただきました。委員の

皆様におかれましては質問を御提出いただきましてありがとうございました。 

ただいまの説明に対して御質問、御意見ありましたら一括して承りたいと思いま

す。いかがでしょうか。 

 

（瀬畑委員） 

いろいろと御意見を取り入れていただきありがとうございます。 

いくつかお伺いしたいのですが、まず資料２－１の１ページ目の（３）について、

複製物の作成の件が事務処理要領に入ったのはいいことだと思います。また、原本

の特別利用については、私は滋賀県の例を参考にして必要だという意見を書いたの

ですけれども、滋賀県の場合は、実際に複写物を渡して見てくださいと言っても、

どうしても原本が見たいということを言われた場合には、特別な許可を必要とする

という形で、別の書類を書かせるとか閲覧方法を制限する、例えば照明をあまり当

てないとか、閲覧人数を制限するとかいうことを館の側で行えるようにしています。

特に県宝に指定されているような文化財レベルのもので状態が危ういものに関し

ては、特別利用許可申請書をきちんと書かせて、場合によってはある程度閲覧の仕

方を制限することができるというのが滋賀県の仕組みだと思うので、ただ単に利用

制限できるとかそういう話ではないような気がします。原本の特別利用の件を私は

入れた方がいいと思っているのですけれども、もう一度この部分について見解を伺

えますか。「滋賀県特定歴史公文書等の利用等に関する規則」でいうと第 33 条、34

条辺りですね。 

 

（教育委員会事務局文化財・生涯学習課） 

原本の複製物を利用に供する場合というのは、毀損や破損のおそれがあるなど原

本の保存に支障を生ずるおそれがあるときに限るということが条例に規定されて

いますが、保存に支障を生ずるおそれがある場合でも、条例上は絶対にその原本を

利用させてはならないとされているわけではありません。そのため、今考えている

運用としましては、規則等には明記していないのですけれども、複製物ではどうし

てもその人の利用の目的が達成されないというような相談があったときには、利用

目的などの状況に応じて利用方法などについて個別に対応していくということで

考えております。 
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（瀬畑委員） 

ありがとうございます。入れないでおいて現場で対応するということであればそ

れでもいいかなと思います。実際に原本を見ることになる場合というのは、おそら

く色の問題、ポスターとかそういったものがあって、原本の資料を見ないと色味が

わからないとかいうケースだと思いますが、その場合はおそらく利用者が近づいて

見るなどいろいろなことをする可能性があると思います。閲覧の仕方について、極

端な制限をしなくていいと思いますけれども、根拠があった方が館の職員にとって

やりやすくなるのではないかというのが個人的な意見ですが、別にそのような規定

は今のところ必要ないということでよろしいですか。 

 

（教育委員会事務局文化財・生涯学習課） 

はい。利用の相談があったときに、歴史館の職員が原本の状況に応じて、どのよ

うな条件の下でどのように利用させるのかをその時々に応じて一番いい対応をと

るということでやっていきたいと考えております。 

 

（瀬畑委員） 

ありがとうございます。 

引き続きですけれども、資料２－１の２ページ目の（６）の閲覧制限の話で確認

ですけれども、「一般的にみて当然中止や禁止せざるを得ない」という理由があま

り腑に落ちません。当然このような場合は利用を制限しなくてはいけないと思うわ

けですけれども、閲覧は基本的に住民の権利だと言っていいと思います。閲覧を制

限することの根拠が要領でいいのかという判断基準を聞いているのに、一般的にと

いう説明では腑に落ちないです。もう一度御説明をお願いできますか。 

 

（教育委員会事務局文化財・生涯学習課） 

（６）の部分ですけれども、通常、歴史館を運営する上で、閲覧に来られた方な

どの行動に応じて、管理上、必要に応じてその方の行動を規制するということは一

般的に行わなければならないことになります。要領案に記載してあるような内容は、

当然そういうものに該当することになりますので、特にわざわざ規則に規定しなく

ても、通常考えれば当然中止、禁止行為になると考えておりますので、規則には規

定をしない、という考えで要領に記載したところでございます。 

 

（瀬畑委員） 

分かりました。ありがとうございます。 

引き続きですけれども、これは依田委員の意見部分になるので依田委員が後で意

見をおっしゃるかもしれませんが、４ページ目の（６）のところで、管理状況の報

告が条例施行規則に入っているのに、特定歴史公文書に関しては事務処理要領に入

っているのはレベルがおかしいのではという意見に対する回答が、条例の第 27 条

では概要を公表しなければならないと規定されているだけで、何か規則で定めるこ
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とになっていないということですけれども、条例の第 27 条を見てみると、特定歴

史公文書の管理は知事の管轄なので知事が内容を公表すると言っているだけで、条

例第 10 条は、他の機関が知事に報告するという意味合いでこれを書いているだけ

ですから、実質的にはレベルは同じではないかと受け取っています。そうするとこ

れはやはり規則に入れなくてはいけないのではないかと思うのですが、ここの解釈

をもう一度御説明いただけますか。 

 

（教育委員会事務局文化財・生涯学習課） 

条例の第 10 条には項目が２つありまして、１つ目のところに実施機関は公文書

ファイル管理簿の記載状況等について、知事が規則で定めるところにより、毎年度、

知事に報告しなければならないという項目がありますので、これに基づいて公文書

管理条例施行規則の方にはこれに関わることが定められています。一方で、特定歴

史公文書につきましては、知事が移管を受ける側になりますので、規則で定めると

ころにより特定歴史公文書について何か報告しなければならないという規定はあ

りませんので、第 27 条の特定歴史公文書の保存及び利用の状況については、規則

で何かを定める必要はないと考えております。また、第 10 条第２項に、知事は、

毎年度、前項の報告を取りまとめ、その概要を公表しなければならないとありまし

て、これと同様に、第 27 条では、知事は、特定歴史公文書の保存及び利用の状況

について、毎年度、その概要を公表しなければならないとありますけれども、これ

に関しては、規則で定めるところによりという文言が条例上はありませんので、規

則ではなく要領の方で規定しております。 

 

（瀬畑委員） 

ありがとうございます。多分、国の場合はそれが国立公文書館等の長だから規則

があってという話であって、この場合は、たまたま歴史館長ではなくて知事の管轄、

知事本人がやることですから、わざわざ知事が規則で定めるところによりというの

が条文にないのは当たり前ではないかと思います。たまたま特定歴史公文書の管理

を知事本人が行うということであったからこのような条例の作りになっていると

いうだけであって、実質的にやっていることは同じなのではないか、それだったら

レベルを合わせてもいいのではないかと思うのですが、もう一度御説明いただけま

すか。 

 

（教育委員会事務局文化財・生涯学習課） 

条例第 10 条第１項に基づいて知事に報告する内容は条例施行規則で定めていま

すが、第２項に関わる部分につきましては特に条例施行規則に規定はされておりま

せんので、第 27 条の方も規則ではなく要領で規定しております。 

 

（瀬畑委員） 

はい、分かりました。多分そこはもし何かあれば依田委員がおっしゃってくださ
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ると思いますので、次にいきます。 

資料２－１の６ページ目の（２）の特定歴史公文書の写しの交付の件ですけれど

も、これは個人的な案として書いているのですけれども、長野県宝とかそういうレ

ベルのものに関しては、できる限り複製物を作ってそれを利用に供するということ

はいいと思うのですが、そんなに簡単に複製物をたくさん作れるわけではないので、

実際に原本利用することが初期の頃は多くなるだろうと思います。県宝でなければ

いいという話でもないのですが、長野県宝に属しているものは、ただの公文書では

なく文化財でもあると思いますので、そこに関しては何か別の規定、複写の枚数を

制限するとかいった別のルールを作ることが可能ではないか、むしろそういうこと

を検討された方がいいのではないかと個人的には考えているのですが、それについ

て、県宝のコピーというものに関してどのようにお考えなのかという点も含めて、

もう一度御説明お願いできますか。 

 

（教育委員会事務局文化財・生涯学習課） 

長野県宝として文化財指定されているものにつきましては、歴史館に今もある非

接触型のスキャナーでスキャンしまして、できた電子データを基にして用紙に印刷

したものをお渡ししたり、閲覧させたりすることを考えておりますので、スキャン

した電子データを基に利用に供していくことを考えております。 

 

（瀬畑委員） 

写しの交付の部分に関しては、非接触型のスキャナーであれば資料を傷めないか

といったらそんなことは全くありません。かなり強い光を当てるものですから、で

きる限り行わないに越したことはないと思います。そのため、できる限りの制限を

するとか、できる限りデジカメを使うように奨励するみたいな形になってもいいと

思います。そこだけを特別扱いすることは規定上難しいというお考えでしょうか。 

 

（教育委員会事務局文化財・生涯学習課） 

審査基準で、特に文化財指定されているものについては原本の利用を制限すると

いうのがありますし、利用に関しても、写しを供さなければならないということが

ありますので、そのように運用していきたいと思っております。非接触型のスキャ

ナーだと資料に負担はかかってしまうかもしれないですが、一度スキャンすれば次

回からは電子データから複製物を作成できますので、負担は最低限にしていきたい

と考えております。 

 

（瀬畑委員） 

ありがとうございます。意見書を出したときにもいろいろお話したと思うのです

けれども、各所に重要文化財指定を受けている公文書を持っている資料館とかアー

カイブズがあって、そういうところの多くは、その場で非接触型のスキャナーでコ

ピーするのではなくて、専門の業者に渡して、マイクロフィルムで撮ってそれを複
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写するやり方をとっていて、当然その分お金と時間がかかるということになると思

いますが、資料を傷めないようにしていると思います。長野県の場合、今のままだ

と文化財指定されているものの複製物を作成してそれを供するというときも、基本

的には非接触型のスキャナーでひたすら作っていくというふうに聞こえなくもな

くて、果たして外部の業者を使って資料を保護しながら撮影することを想定してい

るのだろうかと気になるのですけれども、実際そういうことはできないのでしょう

か。私はそういうことをしてそれを利用料に反映した方がいいという意見をずっと

持っています。固執するわけではないですけれども、そういうやり方についてはど

のようにお考えでしょうか。 

 

（教育委員会事務局文化財・生涯学習課） 

もちろん、文化財指定につきましては業者とかに頼んできちんと複製物を作るこ

とは考えておりますが、先ほど瀬畑委員がおっしゃったように時間とお金かかりま

すので、順次予算をとりながらやっていこうと考えております。ただその間にも利

用の請求が来るかと思いますので、その間はなるべく負担がかからない方法で運用

していこうと考えております。 

 

（瀬畑委員） 

ありがとうございます。 

これはいきなり聞かれても答えられないかもしれませんが、複写物を作る予算を

歴史館は持っているのでしょうか。こういう規定が入るということは、実際に４月

以降は複製物を作る回数が多くなることが想定されると思うのですが、複写の予算

が増えていかないと、結局予算がなくて複製物を作れないということになりかねな

いのではないかと思います。すぐに答えられなかったら保留で構わないのですけれ

ども、どのくらい毎年予算を取っていて、来年度からそれが増える見込みなのか、

そうではないのか、分かる範囲で、もしよろしければ教えていただけますか。 

 

（教育委員会事務局文化財・生涯学習課） 

行政文書の複製という名目で特別の予算はないですけれども、実質的には歴史館

の中での予算の使い方になってくるかと思います。複製物を作るという予算自体は

ありますので、その範囲内で対応していくということになります。また、この先予

算的にどういう措置がというお話もありましたけれども、必要に応じて翌年度の予

算要求の中で要求していくということになろうと思います。 

 

（瀬畑委員） 

ありがとうございます。場違いな意見かもしれないですけれども、こういう規定

を入れて県宝を大事にするということである以上、その予算はできる限り確保した

方がいいと個人的には思います。 
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（神戸会長） 

はい、ありがとうございました。 

他の委員さんから御意見、御質問ございますでしょうか。先ほどの関連で依田委

員さんいかがでしょうか。 

 

（依田委員） 

先ほど瀬畑委員がおっしゃった、管理状況の報告と利用状況の報告の関係ですけ

れども、条例を見るとそのとおりで、条例でそうなっているからこうなっていると

言われればそのとおりなのですが、では条例でなぜこのようにレベルが合わないこ

とになっているのか、その点だけ教えていただけますでしょうか。 

 

（情報公開・法務課） 

条例で規則に委任すると書いている趣旨は、公文書の管理状況の報告については

複数の実施機関が絡むことになりますので、知事部局以外を規律する内容について

は条例に基づいた規則の方で定めるのが適切だろうと、そういう考えに基づいてこ

のような条例 10 条第１項の規定をしております。 

 

（依田委員） 

利用状況の報告は知事だけだから書いていないということでしょうか。 

 

（情報公開・法務課） 

そうです。概要の公表については知事だけですので、そこは規則に委任していな

いということです。 

 

（依田委員） 

分かりました。 

審査基準のところで、戸籍関係のものを別立てしないようにしたことはよいと思

います。一つ確認ですけれども、戸籍の謄本等がいろいろなことを証明する書類と

して、例えば婚姻関係や家族関係を証明するために何かの書類に付いてきて特定歴

史公文書になる場合があると思うのですが、審査をするときには、この表で 80 年

間利用を制限するとされている情報しか載ってない戸籍であったとしても、110 年

を超える期間まで利用を制限するのでしょうか。その場合、審査請求があればこの

審議会で審議すると思うのですが、裁判まで行った場合それで耐えられるのかどう

か心配です。それは大丈夫という判断なのか教えていただけますでしょうか。 

 

（教育委員会事務局文化財・生涯学習課） 

「戸籍」であれば 110 年のところに該当するものとして扱うことを考えておりま

す。 
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（依田委員） 

戸籍は 140 年を超えても年数を限らないで制限するということが最後に書いて

ありますけれども、80 年の情報しか載ってない戸籍でも 140 年を超えていつまで

でも利用を制限するという考えでしょうか。 

 

（教育委員会事務局文化財・生涯学習課） 

情報が何であれ、戸籍は全て 110 年のエの戸籍に該当するものとして扱う予定で

す。 

 

（依田委員） 

はい、分かりました。 

 

（伊佐治委員） 

ただ今いろいろ議論された内容にも関連するので敢えてお聞きするのですが、こ

の特定歴史公文書の利用等に関する規則に定めるのは、先ほどから説明がありまし

たとおり、条例の中に規則で定めるとはっきり明記されているものだけを規定する

という考え方で整理をされているということでしょうか。先ほど利用の制限のとこ

ろで他の委員から御意見がありましたが、あくまでもこの事務処理要領というのは、

利用手続に関する事務処理要領であって、通常、事務処理要領という文面を見たと

きは、利用に際しての細かい事務手続を内部的に定めたもの、事務方の内規的なも

のと解釈できます。そのため、県民が利用するときにどのように請求して、どのよ

うなときに見ることができるのか、そしてどんなときに利用が制限されるのかとい

うことは、やはり規則に定めるのがふさわしいのではないかと思います。資料２－

２と２－３を見たときに、規則に書かれていることは本当にシンプルに条例で定め

ることが述べられていて、もう少し細かい踏み込んだ内容が資料２－３に書かれて

いるのですが、例えば事務処理要領の第 26 条のところに利用の中止とか禁止があ

り、それから第８条のところには利用請求の方法として、特定歴史公文書の利用請

求は何人も行うことができるという大事なことが事務処理要領に書かれていまし

て、これには若干違和感を覚えます。そして規則の最後の方、第 11 条の特定歴史

公文書の廃棄のところは、特に条例第何条で定めるものについてはという表現がな

く廃棄のことが述べられています。そして条例の第 28 条に、この章、これは特定

歴史公文書の章ですが、この章に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める

とありますので、県民から見て重要な視点については一定程度規則に書いておいた

方が分かりやすいのではないかと感じました。今更こんなことを申し上げて申し訳

ないのですが、皆さんから御質問があったような議論を通じて、感じたことを述べ

させていただきました。 

 

（神戸会長） 

ありがとうございました。 
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基本的には、条例で規則に委任されている事項、それから公文書公開請求に関す

る規定に合わせたというような御説明だったかと思いますが、伊佐治委員から改め

て御意見ありまして、事務局の方でいかがでしょうか。 

 

（教育委員会事務局文化財・生涯学習課） 

施行規則については、前々回、最初に事務局から施行規則を示させていただいた

ときにも御説明させていただきましたが、長野県としてはこの規則に限らず、条例

施行規則を規定する場合の方針としまして、基本的には条例から委任されている事

項を施行規則で定めるということで、長野県全体としてそういう方針でやっており

ます。ただ、それが絶対ではなくいろいろなケースがあるかと思いますけれども、

今回のケースで言いますと、長野県の施行規則を規定する際のルールにのっとりま

して、委任されている事項を施行規則に載せまして、あとはそのときに委員の皆さ

んからいただいた御指摘や御意見を参考に、まず第 10 条の利用の促進として、簡

便な方法による利用に供することができるということ、これについては特に条例上

明確には定められておりませんが、県民の方の利用に関わる根本的なものですので、

規則へ委任されていなくても定めました。それについては規則で第 10 条と第 11 条

に定めております。それ以外につきましては要領の方で定めております。 

 

（神戸会長） 

はい、ありがとうございました。 

規則にあった方が分かりやすいのではないかなというところはあるかと思いま

すけれども、要領の方も公開して一緒に併せて見ていただけるということで、これ

までの規則の規定の仕方もあるかと思いますので、方向性としてはこれでもいいの

かなと思います。ただ、そういう御意見がありますので、県民に分かりやすいよう

にということを踏まえて運用していただくということでお願いできればと思いま

す。よろしいでしょうか。 

 

（教育委員会事務局文化財・生涯学習課） 

はい。 

 

（三好委員） 

先ほどの議論で伊佐治委員から御指摘があった件ですけれども、どこまで規則に

定めるかはなかなか難しい問題ではありますが、一般に規則というのは、条例から

委任されたものだけしか規定してはいけないというものではないので、条例の委任

がない事項についても適宜定めることはできると理解してよろしいかと思います。

それで、基本的には規則と事務処理要領との役割分担ということになってくるので

すが、例えば、特定歴史公文書の、何人も利用することができるというような規定

については、規則に置くという方法もあり得るかなという気はしました。ですので、

今のこの規則にものすごい違和感があるというわけではないですけれども、権利義
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務に関わることはある程度明記し、細目的、技術的な取り扱いに関する部分の区分

けは、最終的に検討いただくのがいいのかなという気はします。 

 

（神戸会長） 

はい、ありがとうございます。三好委員からも、もう少し規則と要領の分担を再

検討した方がいいのではないかという御意見がありましたけれども、事務局として

は現段階では本案のとおりで再検討される方向ではないということでよろしいで

しょうか。 

 

（教育委員会事務局文化財・生涯学習課） 

はい。この内容で運用させていただければと考えております。 

 

（神戸会長） 

これまでも御意見出ていたところですけど、再検討いただいた結果として本日提

出していただいているということですので、県民にとって分かりにくくて利用が促

進されないことがないように運用をしっかりしていただくということ、それから要

領についてもしっかり開示していただくということで徹底していただければと思

います。 

ではこの長野県特定歴史公文書の利用等に関する規則、それから事務処理要領、

それから審査基準について、本案のとおり了承するということでよろしいでしょう

か。 

 

【異議なし】 

 

（神戸会長） 

はい、ありがとうございます。では、本案のとおり了承されました。 

 

 (3) 政策単位での移管の対象とする重要な政策事項の指定について 

（神戸会長） 

続きまして、次第の２（３）、政策単位での移管の対象とする重要な政策事項の

指定について、事務局から説明をお願いいたします。 

 

（情報公開・法務課） 

   （資料３について説明） 

 

（神戸会長） 

はい、ありがとうございました。 

資料３につきまして、委員の皆様から御意見、御質問ありますか。 
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（瀬畑委員） 

基準の下に書いてある例というのは、これが指定するものになるということでし

ょうか。それとも単にこれは例として挙げていて、具体的に指定するものに関して

は、４月以降に改めて決めるということでしょうか。 

 

（情報公開・法務課） 

ここに挙げている大北森林組合だとか東日本大震災震災だとかそういったもの

については、対象にするということでございます。 

 

（瀬畑委員） 

例を定めると言っていて、例の後に「等」がついていますが、分かりやすくとい

うことなのでしょうけれども、ここに挙がっているものは既にその指定の対象にな

ったということでしょうか。確かこれは審議会の意見聴取が必要な事項ですよね。 

 

（情報公開・法務課） 

はい。まだ指定したというわけではなく、審議会で了承いただいたところで周知

することになります。ただ、これは公文書管理規程に基づいて指定するもので、規

程自体は４月１日施行ということになりますので、庁内にはこういうものは残しま

しょうということで内部的に連絡はすると思いますが、正式な通知自体は４月１日

以降ということになります。 

 

（瀬畑委員） 

分かりました。実際にはこれ以外に重要なものはもっとあるのではないかという

気がしているので、それに関しては４月以降にまた考えるということで、今は最低

限の特に重要なものを、確実にこれは対象になるだろうというものを挙げたという

理解でよろしいですか。 

 

（情報公開・法務課） 

はい、そういうことです。 

 

（瀬畑委員） 

はい、分かりました。ありがとうございます。 

 

（依田委員） 

今回それぞれ例を挙げていただきましたが、その考え方を教えていただきたいと

思います。例えば国の基準ですと、政府として検討室を立ち上げたとか、対策室を

立ち上げたとか、そういう考え方に基づいて指定しているのですけれども、今回の

ものはどのような考えの下にこういうものを挙げたのか教えていただけますでし

ょうか。 
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（情報公開・法務課） 

指定項目の選定に当たっては、対策室のようなものを立ち上げたかどうかという

ところは特に基準とはしていなくて、県として重大な事案に対応したということ、

事案の重要性というところでピックアップをしております。 

 

（依田委員） 

選定する考え方を示しておかないと後で困るのではないかと思うのですが。例え

ばここに載っていないもので、他県で載っている国体の関係とか、昔になりますけ

れども、長野オリンピックとかそのような文書についてはここには載っていません

けれども、その辺りのものはどのようにお考えでしょうか。 

 

（情報公開・法務課） 

どのような項目を例示するかは結構難しいなと思いながらやってきたのですが、

先ほどの説明に若干補足させていただきますと、長野県として対応したということ

で、単に一つの部局がメインになってやったものではなくて、県全体として対応す

る必要があったものという観点で例示を選んで、各部局の意見を聞きながらこのよ

うな形で選んでおります。長野オリンピックの関連では、まず、国の方の基準には

「国際的枠組みの創設」というのがございまして、そこの最初に「気候変動に関す

る京都会議関連施策」というのがありますが、地方自治体ですとなかなかそういう

国際的な枠組みの創設というのはなじまないということで、今回の選定基準からは

外させていただいております。また、長野オリンピックの開催主体はＮＡＯＣとい

う組織委員会でございますのと、オリンピック自体が都市単位で開催するものであ

り、その書類自体はもうほぼ開催都市の長野市へ移っているということで、県には

ほとんど書類が残ってないというような実情がございます。仮にあれば大事なもの

であれば必然的に移管されるだろうということもありまして、今回の項目には入っ

ていないということでございます。 

 

（依田委員） 

国体の関係はどうでしょうか。 

 

（情報公開・法務課） 

国体につきましても、オリンピックは言ってみれば国際的なスポーツ大会を各国

の持ち回りでやっていて、国体につきましては国の中で都道府県ごと持ち回りでや

っているということで、かつ国体は実行委員会組織を作ってやる大会ですので、そ

ういったものは政策単位で指定するところまではいかないという判断をしてござ

います。 

 

 



15 
 

（依田委員） 

そうすると、政策単位では指定しないけれども、例えば、この間の東京オリンピ

ックの前に長野オリンピックのＩＯＣ委員への関係の記事が話題になりましたけ

れども、その辺りの文書とかも移管になるし、国体の関係で移管とすべきものがあ

れば移管になるので、政策単位で指定するまでもないという考えでよろしいでしょ

うか。 

 

（情報公開・法務課） 

はい。そういった文書があれば移管の対象になると考えてございます。 

 

（依田委員） 

分かりました。 

 

（三好委員） 

カテゴリーとして大きく２つ、事件事故というものと、行政の新たな仕組みの構

築というものがあって、当然こういうものが入ってくると思うのですが、行政の新

たな仕組みの構築ということは、広い意味で考えれば、歴史的に重要な政策事項と

いうくくりをすることもできるのかなという気がするわけです。ですので、例えば

もう少しカテゴリーを広げるようなニュアンスとして、歴史的に重要な政策事項と

か、そういったような言葉を入れておくということは考えられないでしょうか。お

考えをお聞かせいただければと思います。 

 

（神戸会長） 

別表第１の付表のところの言葉を用いるということでしょうか。 

 

（三好委員） 

そうですね、もっと見出しをはっきりしておくということですね。 

 

（情報公開・法務課） 

三好委員のおっしゃる趣旨は分かりますが、どういうものを政策単位で残すかと

いうときに、「歴史的」というと、まず範囲が広がりすぎてしまわないかというの

が一つと、あと私どもがこの項目を考える上で、例えば国とか高知県とか三重県と

かを参考にしておりますが、この辺りでもあまり歴史的とかそういう観点は入って

いないのかなあということもございまして、基準の文言としてはこんな形にさせて

いただいております。 

 

（三好委員） 

「歴史的」というと多少語弊があるかもしれませんけれども、例えば市町村合併

などは重要な政策、政策の転換に当たるもので、重要な政策事項に関わるものだと
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思うのですが、それは今の規定の新たな仕組みの構築というところで読み込めると

いうことになるのでしょうか。 

 

（情報公開・法務課） 

市町村合併につきましては、本県として独自で進めたとかそういうことがあれば

新たな仕組みの構築という考え方もできるかと思うのですが、市町村合併は国の政

策として進められたと認識しておりますので、基本的にはこの行政等の新たな仕組

みの構築というところには含まれないと考えてございます。ただここの政策単位で

仮に読めなかったとしても、別表第１の付表の基準によって重要だと判断されるも

のがあれば、移管の対象になってくると考えてございます。 

 

（三好委員） 

分かりました。差し当たっては事件事故と新たな仕組みの構築の２本柱で差し支

えないとそういうことですかね。 

 

（情報公開・法務課） 

そう考えてございます。 

 

（三好委員） 

分かりました。そこの認識に相違がないように、できるだけ現場で迷いがないよ

うに運用する必要があると思います。 

 

（瀬畑委員） 

先ほどお二方がおっしゃったように、私もそこが気になるところではありまして、

例えば三重県の場合、特筆すべき行事の開催に関する事項というのが加わっていて、

大規模なイベントとかがあったときには、それは一括して保存することになると思

います。長野県の場合は軽井沢があるので、サミットの誘致を前にやっていたと記

憶していまして、これまでもかなり大きな国際会議とかが開かれてきた県だという

認識ですので、何かそういった基準は１個あってもいいのではないかという気がし

ますが、そこは用意しなくていいのでしょうか。また、この基準は、今回はこのよ

うな議論はされていますが、後に基準３みたいな形で加わるということがあり得る

という理解でよろしいでしょうか。この２点をお願いします。 

 

（神戸会長） 

基準は今後も審議会の意見を聞いて追加していくこともできるということであ

れば、この段階ではこれでもいいのではないかと思いますが、いかがでしょうか。 

 

（情報公開・法務課） 

審議会の御意見もお聞きしながら通知で定めるものでございますので、今後、３
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つ目の基準が加わることもあり得ると考えております。それから１点目について、

三重県の場合ですと伊勢志摩サミットから始まって国体それから障害者スポーツ

大会等も含まれていますが、考え方かとは思いますが、基本的には持ち回りでやっ

ている大会でございますし、細かいことを言えば、長野県は例えば冬の国体だと 10

年に一遍来るなど、他の例示している項目と比べたときに粒度はそこまで高くない

かなという判断をしてこういう結果になっております。 

 

（瀬畑委員） 

分かりました。ありがとうございます。 

 

（伊佐治委員） 

確かに国体という観点ではそういうこともあるかもしれないですが、例えば信州

博ですとか、県が主体的に関わっていくようなもので、先ほどの長野オリンピック

もそうですが、実質的には違う独立した団体が主催するものであっても、県として

負担金なり事業費を出して長野県を挙げて行う行事については、県民の関心もそれ

だけ高いということもあると思いますので、特筆すべき行事の開催に関する事項に

ついても、他の２県の例を見ましたときに、こういったものがあった方が良いので

はないかと思いました。先ほど、今この事項を設けなくても後ほど設けることはで

きるという説明でしたが、政策単位での移管ということを最初から想定をしていた

方が公文書を作るときの職員の認識ですとか意識に反映してくることだと思いま

すので、入れることを検討していただいた方がいいと思います。 

 

（神戸会長） 

ありがとうございます。ただいま特筆すべき行事の開催に関する事項についても

基準としてあらかじめ挙げておいた方がいいのではないかという御意見が出てお

りますが、事務局の方で再検討する余地はありますでしょうか。今後また追加して

いくこともあるので、現段階はこれでということになりますでしょうか。 

 

（情報公開・法務課） 

今の段階では入れますとすぐに言えない状況ですので、先ほど瀬畑委員からお話

があったときにもお答えさせていただきましたが、この内容につきましては今後も

追加していく可能性も当然考えておりますので、そういったことも含め、まずはこ

の２つの基準について御承認いただければと思います。 

 

（神戸会長） 

まずはこの基準でということですけれども、これについて再検討をした方がいい

という御意見があればおっしゃっていただければと思います。現段階ではこれで了

解して、また随時検討するということで御了解いただければそれで手続を進めてい

きたいと思いますがいかがでしょうか。 
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【異議なし】 

 

（神戸会長） 

現段階ではこれで了承いただきまして、必要に応じて追加があればということで

よろしいでしょうか。では、そういう形で政策単位での移管の対象とする重要な政

策事項の指定については了承ということで確認したいと思います。ありがとうござ

います。 

 

(4) その他 

（神戸会長） 

続きまして、次第の２（４）、その他の事項につきまして事務局の方から御説明

をお願いいたします。 

 

（情報公開・法務課） 

   （資料４―１について説明） 

  ◇ 第７回の公文書審議会で提示した資料について、下線部を修正する。 

 

 （知事部局の公文書管理規程の別表第１の付表の保存期間の考え方について報告） 

◇ 当審議会からは以前に、公文書管理規程の別表第１の付表の保存期間について

「特に重要なもの」「重要なもの」といった分け方をするのは分かりづらいので、

もっと具体的な記載をすべきとの御意見をいただいていた。これに対しては、公

文書管理規程では行わないものの、運用通達で具体化するとの回答をしたところ

であるが、結論として、具体化は行わないこととしたいと考えている。県の文書

は多様であって全てを把握することはできず、重要性の判断が困難であることが

その理由である。 

◇ 条例先行都県が 13 あり、そのうち本県と同様に「特に重要なものは○年、重

要なものは○年」という記載をしているところが 10 都県あるが、具体的な例と

して参考にできそうなところはなかった。 

◇ 「特に重要なもの」「重要なもの」など選択肢が複数あると職員が困るのでは

ないかとの意見があったが、これまでの運用においても各所属で判断してきたと

ころである。困るとすれば毎年度末に各所属が行う公文書分類表の作成作業のと

きなどが想定されるため、随時相談に応じるなどして対応して参りたい。 

◇ 恣意的な運用にならないかとの意見もあったが、今後、条例の定めに従って公

文書ファイル管理簿の公開、研修や監査を実施する中で問題が出てくれば、対応

を検討したい。 

◇ 現時点での懸案事項としては、複数の所属が同じ業務を行っているにもかかわ

らず所属ごとに保存期間がバラバラであるという問題があるが、現在、地域振興

局や建設事務所などの一部の現地機関を対象として、それらに共通する業務に関
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する公文書の保存期間等を統一する方向で検討を行っているところである。 

 

  （資料４―２について説明） 

◇ 公文書等管理条例の施行に当たり、職員向けに公文書の取扱いについて周知し

たい。担当課が処理に困り、結果的に庁内の取扱いに差が出ることのないように

具体的な手続を示したいので、手続の適正性について審議会の意見を伺いたい 

  ◇ 資料の１ページ目は各種通信手段について記載している。入口の違いにより多

少の差はあるものの、基本的にはどれも、到達、選別、収受、決裁・供覧、保存

という手続を経た上で公文書になる。県としてはこれらの手続を職員に徹底させ、

公文書の適正な管理を行いたいと考えている。 

  ◇ メールの取扱いについては資料の２ページ目以降に示す通知に則って現在は

運用しているが、条例施行後は、条例に則って運用する必要がある。条例第５条

第１項は「公文書について分類し、名称を付するとともに、保存期間及び保存期

間の満了する日を設定しなければならない」と規定しているが、メーラー上のメ

ールについて分類、保存期間の設定等の適正な整理を行うことは困難と考える。 

  ◇ メーラー上の電子データの公文書該当性については、資料の１ページ目にある

ように、他の通信手段との整合及び現実的な処理の観点から、システム登録や紙

への出力の手続を徹底し、この手続を経たものを公文書として扱うこととし、メ

ーラーの電子データは公文書として扱わないこととしたい。 

 

（神戸会長） 

ありがとうございました。では、ただいまの説明について御質問、御意見をお伺

いしたいと思いますが、資料４－１のフローの修正については特に承認の必要はな

いということでよろしいでしょうか。施行後の方を修正していただいたということ

ですよね。 

 

（情報公開・法務課） 

はい。これは承認というよりはこれが正しいということです。 

 

（神戸会長） 

これについては確認をお願いしたいと思います。 

それから先ほど御説明がありました保存期間の考え方の部分と、公文書の適正な

管理ということで資料４－２の部分ですけれども、御質問、御意見ありましたらお

願いいたします。 

 

（瀬畑委員） 

「特に重要」とかいうのは分かりにくいということは私も意見を申し上げた記憶

があって、結局は運用通達で記載するという話だったと思いますが、とにかく恣意

的に運用されないかということと、職員が困らないかということが気になるところ
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です。基本的にはこれまでの判断を尊重するという話になるのだと思いますが、こ

れまであまり上手く運用できていなかったから問題が生じていたのではないかと

理解していたので、全てにおいて細かく決めるというのは不可能だということはよ

く分かりますし、今から４月では間に合わないことも分かりますけれども、一定程

度共通する業務、中心に当たる部分に関しては、これは揃えてくださいみたいな一

定の基準があった方がいいのではないかと思うのですが、そういうのも作りづらい

のでしょうか。 

 

（情報公開・法務課） 

共通する業務に関するものにつきましては今用意をしておりまして、先ほど説明

させていただいたのは現地機関で共通するものということですが、それ以外にも、

例えば人事とか予算とかで共通する項目がございますので、そういったものについ

ては具体的に、こういった項目は付表のここにあてはまって、保存期間が何年で、

移管なのか廃棄なのかということを公文書分類表の共通の部分の例という形で庁

内に示す予定でおります。 

 

（瀬畑委員） 

ここは最初の段階で決定しないと、ズルズルと行ってしまうような気がするので、

気をつけた方がいいのではないかと思います。この基準みたいなものは、文書とし

てきちんと残すにしても、公表されるものではないということなのでしょうか。 

 

（情報公開・法務課） 

基本的には内部の通知でございますので、特に公表するということは予定してお

りませんが、いずれにしても、公文書ファイル管理簿に各項目として載ってくる項

目になるかと思いますので、そういう形で最終的には公表されることになると考え

てございます。 

 

（瀬畑委員） 

分かりました。 

 

（神戸会長） 

補足で説明いただきました保存期間の考え方について、他に御意見ある方いらっ

しゃいましたらお願いします。 

 

【意見なし】 

 

（神戸会長） 

瀬畑委員から御意見いただきましたけども、事務局としましても、これまで委員

の皆さんから御意見が出たところは十分把握した上で、なかなか難しい部分につい
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ては各所属、地域振興局等で統一していくなど、そういう管理をしていきたいとい

うことです。基本的に共通している部分については基準をお示しいただけるという

ことですので、御説明の内容の形で了解することでよろしいでしょうか。なかなか

細かいところまで決めるというのは、事務作業も大変なことで現実問題として難し

い部分はあるかなと思いますのでやむを得ないかなと思いますが、よろしいでしょ

うか。特に反対の御意見ありますでしょうか。 

 

【異議なし】 

 

（神戸会長） 

この点については了承と致します。 

続きまして、資料４－２の公文書の適正な管理について御意見をお願いいたしま

す。 

 

（瀬畑委員） 

メールの話が中心になっていて、昔の基準で所属メールと個人メールの使い分け

をしているという話をされていますけれども、所属に来たメールを決裁・供覧に回

すというのは分かりやすいイメージですが、個人に来たやりとりをどういう形で残

すか、恣意的にならないような仕組みはどのようになっているのでしょうか。本来

登録しなければならないようなものが登録されていないとか、実際の具体的なやり

とりの部分が隠されてしまうことに関しては、問題が起きたときに批判されること

になる気がしますが、個人メールの中にある重要なものをどういう形で残すのか、

研修の仕方も含めてどのような仕組みを考えておられるのか御説明いただけます

か。 

 

（情報公開・法務課） 

個人のメールの扱いについては先ほども申し上げましたが、資料の４ページの２

の個人メールアドレスの取扱いについてというところに記載があります。原則とし

ては２（１）にあるように、個人メールアドレスは原則として公務における職員間

の連絡、日程調整及び問い合わせ等、電話やメモ等に代わる手段として用いるとあ

ります。その上で業務のメールを受け取る場合は、２（２）で、担当する課に転送

するか紙に出力するとあります。それをいかに残していくかというところですけれ

ども、それについては今後庁内に通知を出すときに、１ページ目にある手続を適正

に行うよう当課からそれぞれの担当課にこれを徹底するように周知していくとい

うことになると思います。 

 

（瀬畑委員） 

私が気にしているのは、一般の職員レベルというよりは幹部レベルの話で、例え

ば知事から指示が出るときは所属メールに行くわけがないと思っていて、部長あて
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なら部長に直接メールが行くのではないかと思います。特に、政策決定とかに重要

な影響を与える可能性が高いようなものは、幹部レベルでは個人メールでやりとり

が行われる可能性がかなりあるのではないかと思っているのですが、そういったも

のはどのような残り方をするのか、あるいはそもそも残さないという考え方なのか、

現状も含めてどのような方針をとられているのか御説明いただけますか。 

 

（情報公開・法務課） 

通常、幹部からの指示は秘書を通して行われています。指示内容についてはレク

をしたときの記録に記載されています。レクの記録については、今年度、記録作成

の試行を実施しているところですので、来年度以降はレクの記録に指示内容が記載

されてしっかり残っていくという運用を想定しています。 

 

（瀬畑委員） 

状況はよく分からないですけれども、レクをしないようなものであっても指示が

出ることが当然あると思うのですが、そういう指示が例えばメールの形で残るのか、

メールは基本的には残さないという運用の仕方になっているのか、そのあたりは現

状どのようになっているのでしょうか。 

 

（情報公開・法務課） 

起案をするときに、こういうメールが来たということでメールそのものを残すケ

ースもあると思いますし、こういう指示・連絡があったというメールの概要を起案

の中に記載するという方法が考えられると思います。 

 

（瀬畑委員） 

ありがとうございます。重要なものがあれば付けるべきだと思いますが、気にな

るのは知事のメールはどのようになっているのかということです。先ほどの話では

秘書が管理をしているということだと思いますが、知事はそれ以外のアドレスを使

っているのかも含めて、知事のメールの管理方法については残る仕組みになってい

るのか、重要なものとして何か残るのか、そこについては今どのようになっていま

すでしょうか。 

 

（情報公開・法務課） 

公務については知事の秘書が管理していると聞いています。政務については不明

です。 

 

（瀬畑委員） 

公務に関するメールは保存の対象だとか情報公開の対象となっているのでしょ

うか。 
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（情報公開・法務課） 

保存の対象かどうかについては、公務で使っているメールにつきましては知事も

基本的には我々職員と同じですので、職員個人や所属のメールアドレスと同じルー

ルで保存をされているということでございます。知事のアドレスだからといって特

別な管理はされておりません。 

 

（瀬畑委員） 

今回のこのやり方でいくと、メールは登録されない限り公文書にならないという

解釈になると理解をしていますので、これまでとは少し違う考え方になると思いま

す。知事がどのようなメールを送っているかが他のところで裁判になったケースが

あったと記憶していますが、知事の秘書が出しているメールは供覧等の手続をとる

ようなものではそもそもないような気がしますので、そうすると全てが公文書から

外れてしまうことになるのではないかと思います。公文書の定義に当てはまるもの

から政策決定過程を把握することを考えたときに、全てが外されてしまうような気

がするのですけども、その辺はどのように考えているのでしょうか。 

 

（情報公開・法務課） 

今と変わるのではないかというのはおっしゃるとおりですけれども、本日の資料

の４－２を御覧いただきますと、１枚目ではメール以外のものの管理の流れも説明

していまして、例えば電話につきましては、電話を受けた後、記録を作成するかし

ないかという判断がある中で、記録を作成する必要があるものについて記録を作成

して手続をとって保存していくという形で公文書になっていくということでござ

います。メールもこれと同じことかなと考えておりまして、収受したものでも公文

書になるものとならないものが当然あるわけで、そういったもののうち公文書にな

ると判断したものについて決裁・供覧をして保存していくという形になると考えて

おります。 

 

（瀬畑委員） 

現場レベルではそこまで気にしてはいないのですが、幹部レベルのメールの保存

のあり方については、今後本当にこの方法で運用すると、ほとんどが公文書から外

れてしまうことになってしまうのではないかという危惧がありますので、そこは気

になるところではありますが、他の方の意見が必要かなと思います。 

この件についてはここで止めておいて、別の質問をしてもよろしいでしょうか。 

 

（神戸会長） 

他の質問もお願いします。 

 

（瀬畑委員） 

この流れを見ていると、基本的には決裁・供覧をしたものだけが公文書になると
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いう流れに見えるのですが、公文書になるものと情報公開請求との関係が気になっ

ていまして、実際に受け取っているとか、供覧等をしていなくても部局内で組織的

に使われているもの、例えば会議で配られている資料については、全部決裁の手続

を受けていればよいのですが、そうではないものも実際には結構あるのではないか

と思います。決裁・供覧という手続をきちんと踏んでいないものの中にも組織的に

使っているものが含まれていて、そういったものはおそらく情報公開請求の対象に

もなるのだろうと思うのですが、情報公開請求とここでいう公文書との関係性につ

いて御説明いただけますか。決裁・供覧をしなければ公文書にはならないから公開

の対象にならないという考え方になるのでしょうか。 

 

（情報公開・法務課） 

基本的には公文書公開請求の対象になるのは公文書ですので、ここの定義に当て

はまってくるものを対象としたいと考えているのですが、決裁・供覧を経ていない

ものがあるという状態を条例施行後は作ってはいけないと考えておりまして、公文

書になるものは基本的にはここの手続をきちんととることにしなければいけない

と考えております。 

 

（瀬畑委員） 

国でも問題になっておりますが、個人メモや私的メモのような形で、実際には共

有されているのに決裁とか供覧の手続をとらない状態のまま部局内で使われてい

る資料があって問題になることが結構あります。共有しているものはきちんと供覧

などの手続にのせることを徹底しないと、条例によって逆に見られないものが増え

てしまうことになってしまうので、非常に問題だと思います。これまでの供覧とか

決裁をもっと徹底的にやれという話になるのではないかと思うのですけれども、そ

の点どういう形で徹底させていくのか、具体的な手段はどのようにお考えですか。 

 

（情報公開・法務課） 

手段とすると、例えば今回のようなものを含めた内容を通知しつつ、職員研修等

で徹底していくという形になります。 

 

（瀬畑委員） 

何か問題が起きたときに、情報公開・法務課の職員がその部署に行って文書の管

理の仕方をチェックしてその部署に対して指導を加えるといった権限は、情報公

開・法務課にはあるのでしょうか。 

 

（情報公開・法務課） 

個別の案件についてどうするかということまでは決まっていませんが、条例が施

行になりますと、公文書管理規程の中で監査を実施することにはなっていますし、

毎年各課には点検をしてもらうというようなことがございますので、そういったも
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のを用いて各課の状況を確認することはできると考えております。 

 

（瀬畑委員） 

問題が起きたときにそこの部署だけが慣例で全てが処理されてしまっては何も

変わりません。条例は作っただけでは仕方がなくて、現場でどこまで運用が徹底さ

れるかの問題だと思っています。徹底されないと、むしろ県民にとって分かりづら

いということになりかねないと思いますので、そこはぜひ気をつけていただければ

と思います。 

 

（三好委員） 

公文書管理条例と情報公開条例の関係ということですけれども、基本的なところ

は定義として変わるところがないわけですので、意思決定過程の途上にあっても組

織共用状態にあれば決裁・供覧を経たものに限られない、情報公開の対象になり得

るということはもう動きようがない固まった考え方ですので、あとは不開示情報に

当たるかどうかの判断を個別にやっていけばいいわけです。ですから、決裁・供覧

をしてないから公文書じゃないという扱いがされて範囲が縛られることがないよ

うにしていく必要があるだろうと思います。ですから、例えば歴代係長の引継事項

になっている文書があって、係長だけがそれを見て仕事をしているというようなこ

とがあったとすれば、不開示情報に当たるかどうかの論点はまた別として、それも

開示対象になる公文書に当たることは間違いないわけです。ですから、それはそれ

でしっかりこれまでと同様に情報公開請求があれば適切に対応していくというこ

とで、それ自体を何か形式的に決裁を取るとか、起案を取るとかいう扱いを取るこ

とは実際難しいと思うのですけれども、その辺りは、逆に形式にこだわりすぎて開

示対象が狭まることがないような運用が必要ではないかなと思ったところです。 

 

（神戸会長） 

この点については事務局いかがでしょうか。資料４－２の１枚目を見ると、決裁・

供覧がされないと公文書にならないようにも見えてしまう、そういう理解ではない

と思いますが、そのように見えてしまうところもあるのかなとは思います。その辺

りの運用の徹底とか管理の方法をどのように考えておられるのでしょうか。 

 

（情報公開・法務課） 

資料上の②の決裁・供覧の場所ですけれども、システム上の手続というのは入っ

ておりますが、実際に組織の中で配布等の共用をした場合も対象になるというのは、

今も、それから条例施行後も変わらないと思いますので、各職員に通知するときは、

決裁・供覧だけにこだわらずに組織的に使われていたというものが対象になること

を前提に通知したいと思います。 
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（神戸会長） 

ありがとうございます。 

公文書の適正な管理について、その他御意見いかがでしょうか。 

 

（伊佐治委員） 

単純な質問ですが、供覧というのは、所属内に回議といいますか、スタッフに通

知がされるとかそういう何かシステム上の特別な扱いなのでしょうか、それとも単

純に組織内に紙ベースで回すことをシステム上で管理しているということでしょ

うか。 

 

（情報公開・法務課） 

現状システム上で供覧することもできますし、紙で供覧しているケースも両方あ

ります。 

 

（伊佐治委員） 

分かりました。 

松本市役所の例ですと、共有フォルダというものがありまして、これは文書管理

システムとは全く関係ないところで運用しているのですが、その共有フォルダの中

に、例えば今だとコロナの感染状況の本日現在みたいなフォルダを作っておいて、

そこで皆が共有をして見るという状況にあります。そういうものは、日々更新をさ

れていってしまうので紙には出さないのですが、確かに公文書として保存する対象

になるのだということを思いましたけれども、供覧というのは文書管理システム上

で残っているというようなことでよろしいわけですね。 

 

（情報公開・法務課） 

はい。令和４年度以降はシステム利用が原則なので、システム上に残ります。 

 

（伊佐治委員） 

ありがとうございます。 

 

（神戸会長） 

他に御意見いかがでしょうか。 

 

【意見なし】 

 

（神戸会長） 

メールの件については、私の考えですけれども、国のガイドラインでも意思決定

過程など重要なものについては共有フォルダに移すとかそういう形で一定程度判

断の過程を経て残していくという形になっているように思います。それは今回作っ
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ていただいた資料４－２の１枚目の資料と同じなのかなと思います。瀬畑委員がお

っしゃるように、判断がされなくてそのまま残らなくなってしまう重要なメールが

あるのではないかということはもちろん懸念されますが、先ほど事務局から説明が

あったように、他の通信手段でもそこは同じ部分はあるということと、確かにメー

ルを全て残すことがシステム上可能で、保存していくことができればいいと思いま

すが、現状そういうことは難しいとなると、現段階ではこのような形で判断の過程

を経て公文書として管理していくということでやむを得ないのではないかなと思

います。その上で、委員の皆さんから御意見があったように、しっかり公文書とし

て管理していくという認識を職員に徹底していただくということで、通達ももちろ

んですけれども、研修などでも再度徹底していただくということかと考えます。こ

の点について、現段階でいろいろ御意見いただきましたけれども、この公文書の適

正な管理については、メールについても事務局から提示された案のとおりで了承す

るということでよろしいでしょうか。懸念事項について御意見いただきましたので、

職員には運用について徹底していただくということでお願いしたいと思います。よ

ろしいでしょうか。 

 

【異議なし】 

 

（神戸会長） 

ありがとうございます。公文書の適正な管理につきましては、本案のとおり了承

されました。 

その他、事務局から何かありますでしょうか。 

 

（情報公開・法務課） 

   （感謝の意） 

 

（神戸会長） 

   （感謝の意） 

 本日の審議は以上で終了させていただきます。ありがとうございました。 

 

３ 閉会 

 

 以上のとおり議事録を確定する。 

 

 令和４年３月 17 日 

 

 長野県公文書審議会 会長 

 

 


